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門真市　企画財政部　企画課

分類１ 分類２

1 募集要領 ４．参加手続

2 募集要領 ４．参加手続

3 募集要領 ４．参加手続

4 募集要領 ４．参加手続

5 仕様書 ３．業務内容

6 仕様書 ５．その他

7 仕様書 ３．業務内容

8 仕様書 ３．業務内容

9 仕様書 ３．業務内容

10 仕様書 ３．業務内容

ご認識のとおりです。委託費の支払いについては、業務を完了された後、発注者による検査を経て支払いますの

で、業務実施年度の翌年度の４～５月での支払いを想定しています。

可能です。イベントの参加資格は20歳以上40歳未満の独身男女としています。

仕様書に記載しているライフデザインセミナーの実施内容については、１つのイベント内で全ての内容を実施する

必要はございません。

ライフデザインセミナーについては、テーマ型マッチングイベントと必ずしも同日に実施する必要はありませんが、集客

の観点から同イベントと一体的に実施することを想定しています。

イベントの実施回数については、テーマ型マッチングイベント及び婚活イベント合わせて計4回の想定です。3年間

の内訳（想定）については、下記のとおりです。

１年目：テーマ型マッチングイベント（３回）、婚活イベント（１回）

２年目及び３年目：テーマ型マッチングイベント（４回）、婚活イベント（２回）

回　　　答

個人事業主の場合は不要となります。

旧姓と現在の氏名が異なることが確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本を併せてご提出ください。

仕様書が示す業務内容を踏まえ、必要な経費を見込んだ上でご提出ください。

可能ではありますが、決定通知の他に、令和３年４月１日から参加申込受付期間までに国又は地方公共団

体と同種又は類似の業務契約を締結し、誠実に履行した実績がわかる資料をご提出ください。

提案時点では、活用する具体的な店舗を決定している必要はございません。

実務実績に関する資料についてですが、過去の小規模事業者持続化補助金の決定通知でも良いのでしょう

か。

企画提案についてですが、門真市立文化創造図書館「ＫＡＤＯＭＡＤＯ」や市内カフェ等を積極的に活用す

ること。との事ですが、今の提案段階で市内のどのカフェを利用するかまでは決定されていなくても問題ないです

か。

イベント実施費用などは立替えたのち、後日支払われるという考えで宜しかったでしょうか。またそのタイミングについ

ては大体いつ頃になると考えれば良いでしょうか。

ターゲットは20代との事ですが、イベントの参加は30代、40代でも可能でしょうか？

仕様書3.(ア)「ライフデザインセミナー」について、1つのイベント内で仕様書（ア）に記載されている全ての内容を

実施する必要がありますでしょうか。

仕様書3.(ア)「ライフデザインセミナー」について、テーマ型マッチングイベントと同日に実施する必要があるのか、

または別日程での実施も可能か、ご教示いただけますと幸いです。

・仕様書3.(エ)イベントの実施回数について、テーマ型マッチングイベントおよび婚活イベントを含め計4回の想定

でしょうか。また3年間それぞれの内訳についてご教示いただきたく存じます。

若者つながり創出事業業務委託　質問に対する回答

質　　　問

提出書類 のうち、商業登記簿謄本は個人事業主でも必要ですか？

個人事業主です。ビジネスネーム（旧姓）と戸籍上の名前（結婚後の名前）が異なります。

印鑑証明書を提出する際は、同一人物という事を証明する必要があるかと思いますが、その際に必要な書類を

教えてください。

提出書類の見積書については概算見積でも良いのでしょうか？
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11 仕様書 ３．業務内容

12 仕様書 ３．業務内容

13 仕様書 ３．業務内容

参加費を徴収する場合は、当該参加費は委託費に含める取扱いとします。

婚活コーディネーターについては、下記の役割を想定しています。

①参加者同士が自然に交流できる場を設計し、緊張を和らげる雰囲気づくりを行うとともに、適切なタイミングで

の声かけや進行管理を担う。

②参加者の様子を観察し、相性や関心に応じたフォローや引き合わせを行い、交流後には振り返りやアドバイス

を通じて次の行動につなげる役割を担う。

イベントの実施時期についての指定はございませんが、広報等の観点から協議のうえ決定します。

仕様書3.(ウ)について、婚活コーディネーターのイメージをお伺いできますと幸いです。

仕様書3.(イ)(ウ)について

各イベントの実施時期について、実施時期（何月など）のご指定はございますでしょうか。

参加費の取扱いについて、参加者より徴収した参加費は委託費に含める形となりますでしょうか。


